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１ 開会 

 

 

２ 市長挨拶 

 

 

３ 議題 

 

① 不登校児童生徒への支援の取組みについて 

 

② 部活動地域移行について 

 

 

４ その他 

 

     ①学校における流域治水の取組状況について 

 

 

５ 閉会 



不登校児童生徒への
支援の取組について

教育部 学校教育課

令和５年６月３０日（金）
総 合 教 育 会 議 資 料



不登校の状況
◆不登校の児童生徒は、全国的に急増しており、久留米市でも、不登校割合は全国を下回るものの、
全国と同様に増加が続いている。 （全国：令和3年度＝約24万5千人）

令和4年度（精査中）：700人
小学校：260人 前年度比：44人増（約1.2倍） 全児童の1.5％
中学校：440人 前年度比：144人増（約1.5倍） 全生徒の5.8％
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令和5年度の新たな取組

教育振興プラン
楽しい学校

久留米市
不登校児童生徒の現状

◆久留米市不登校対応方針の策定

〇策定委員会の設置

〇対応方針の策定

※アプローチ共同研究の取り組み状況を随時、策定委員会へ報告

◆不登校児童生徒への
アプローチ共同研究

〇専門機関と共同で実施
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久留米市不登校対応方針の策定

〇策定委員会の設置
久留米市の不登校対応の基本方針となる「久留米市不登校対応方針」を策定するため、
◆子どもに関する専門的な視点 ◆教育的な視点 ◆不登校関係者の視点

それぞれの視点を踏まえた委員で構成する策定委員会を7月中に設置します。

【不登校関係者の視点】

不登校経験者、不登校当事者
の親の会など

【子どもに関する専門的な視点】

SSW、SC、主任児童委員、フリー
スクールなど

【教育的な視点】

小中校長代表、小中PTA代
表など
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久留米市不登校対応方針の策定②

〇対応方針の策定
委員会は4回程度開催し、不登校児童生徒のきめ細かな対応や不登校を生じさせない
ための学級経営等について、助言をいただきます。教育委員会は委員会での意見を踏
まえ、「不登校対応方針」を策定します。

「不登校対応方針」を策定

不登校児童生徒へ
のきめ細かな対応

居場所づくり、ICT
活用、フリースクール
連携・・・

不登校を生じさせな
いための学級経営

風通しのよい学級運
営、魅力あるよりよい
学校風土づくり・・・
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不登校児童生徒へのアプローチ共同研究
〇不登校児童生徒へのアプローチ共同研究
不登校児童生徒への社会的自立に向けた支援につなげるため、専門的な相談や支援に
つながっていない児童生徒への効果的なアプローチ手法について、不登校支援に実践
的に携わってこられた専門家と共同して調査・研究を実施します。

不登校の要因・背景、
教職員の困りごとの
分析

支援につながっていない
児童生徒への効果的な
アプローチを検証

不登校児童生徒や教職員への聞き取りを実施

5共同研究の相手方：福岡県スクールソーシャルワーカー協会



今後のスケジュール（予定）
時期 策定委員会 アプローチ共同研究

第1回 7月 〇委員会の概要説明
〇不登校の状況報告

〇不登校児童生徒への聞取、
教職員アンケートの内容検討

〇聞取り等の開始

〇聞取り結果の分析

〇アプローチ手法の検討

〇アプローチ手法取りまとめ

8月

第２回 9月 〇先進事例の取組報告
〇方針案の構想検証

第3回 11月 〇方針案の内容検討

第４回 ２月 〇方針案の内容検討

3月 〇方針案の策定

報
告
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教育部 学校教育課

令和５年６月３０日（金）
総 合 教 育 会 議 資 料

部活動の地域移行について
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部活動の地域移行について

１ 部活動の地域移行に係る国の動向
(1) 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革

<部活動の意義>

○スポーツ・文化に親しむ機会
○好ましい人間関係の構築
○学習意欲や自己肯定感の向上
○責任感、連帯感の涵養

<部活動の課題>

●長時間勤務の要因
●指導経験のない教師の負担
●生徒にとって望ましい指導の機会損失
（少子化による存続の危機）

「持続可能な部活動」と「教師の負担軽減」の双方の実現が必要

★部活動改革の一歩として休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境構築
★部活動の指導を希望する教師が指導を行うことができる仕組みの構築
★生徒の活動機会確保のため、休日に地域でスポーツ・文化活動を実施できる環境
の整備 2



部活動の地域移行について

１ 部活動の地域移行に係る国の動向
(2) 国のガイドラインのポイント

令和４年１２月にスポーツ庁・文化庁から、「部活動の地域移行に関する検討会議」の
提言を踏まえた「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な
ガイドライン」が示されました

R４ R５ R8以降

地域移行に向けた改革推進期間

●現状把握
●協議会の設置

●地域移行の取組開始
●必要経費、人員等の検討・措置

R６ R７

●本格的な環境整備
●活動の着実な増加

●進捗状況の検証
●更なる改革

★休日の部活動の段階的な地域移行（学校部活動から地域部活動への転換）
★合理的で効率的な部活動の推進（合同部活動の推進）
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部活動の地域移行について

２ 部活動の地域移行に係る福岡県の取組
(1) 地域運動部活動の実践研究

福岡県において、令和3年度から4年度にかけて複数の自治体で実践研究が行われ、次の
事項の検証が行われました

費用負担のあり方

教員の兼職兼業 負担軽減に向けた指導体制

地域部活動と学校部活動の
連携のあり方

令和３年度 令和４年度

宇美町 宇美町

大木町 大木町

飯塚市 宗像市

【モデル自治体】
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部活動の地域移行について

２ 部活動の地域移行に係る福岡県の取組
(2) 部活動改革に係るアンケート調査の実施

令和４年６月に教職員、保護者、生徒、小学校5･6年生の保護者を対象とした抽出調査が
行われました

■教職員に対するアンケート結果
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部活動の地域移行について

２ 部活動の地域移行に係る福岡県の取組
(3) 地域クラブ活動の構築に向けたガイドライン

令和５年３月に福岡県が主体的に行う具体的な取組、３年後の目指すべき姿や道筋を
示す「福岡県における地域クラブ活動の構築に向けたガイドライン」が示されました

【福岡県の方向性】

生徒にとって望ましい「地域クラブ活動」の構築
～地域の実情に応じた休日の部活動の地域移行を中心に～
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部活動の地域移行について

３ 久留米市の地域移行に向けた計画
(1) ガイドラインが示す地域移行

国のガイドラインにおいては、部活動の地域移行は、大きく次の２つが想定されています
① 地域の多様な主体が実施する「休日の地域クラブ活動」
② 合同部活動や部活動指導員による「学校部活動の地域連携」
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部活動の地域移行について

３ 久留米市の地域移行に向けた計画
(2) 久留米市での地域移行の検討

久留米市においては、モデル競技を選定したうえで、隣接校での合同部活動による地域移行
を進めていき、順次拡大していくことを検討しています

R5 ・地域移行に係る協議会の設置
・土日に隣接校で合同部活動を実施するモデル競技を決定

R6 ・学校・地域への説明会の実施
・モデル競技の開始（土日のみ）

R7 ・モデル競技の拡大（土日のみ）
R８～・全部活動における隣接校合同部活動を順次開始

A中 C中B中A中 C中B中
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学校における流域治水の取組み状況 

 

 

本市では、近年、記録的な豪雨が続き、平成 30 年度より４年連続５回の大規模な

浸水被害が発生しています。こうした中、関係部局と連携しながら全市的に流域治水

対策を進めており、学校においても貯留機能の確保に取り組んでいます。 

 

 

１．雨水流出抑制（校庭貯留）について 

 大雨時に学校内グラウンドを活用し、一時的に雨水を貯留します。 

  

（１）北野中学校グラウンド（約 12,000㎡） 

○工 期：令和４年 11月～令和５年６月 

○事業費：約 57,000千円 

○貯留量：約 2,000m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総 合 教 育 会 議 
令和５年６月３０日 
教育部学校施設課 

最大貯留水深 約 30cm 

小堤 

小堤 

東側道路からの 

スロープ 



2 

 

 

 

（２）田主丸中学校グラウンド（約 20,000㎡） 

○工 期：令和５年度～令和６年度 

○事業費：約 218,000千円 

○貯留量：約 3,500m3（想定） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 雨水貯留タンクの設置 

 校舎の屋上などに降った雨を貯留し、植栽への散水などに活用できるタンクを

設置しています。 

令和４年度は公共施設 10ヵ所（うち学校４校）に設置し、今年度は学校を含め

合計 40ヵ所程度に設置する予定です 

 

  【令和４年度】 

  ○鳥飼小：200L×２基 

  ○合川小：200L×２基 

  ○北野小：200L×２基 

  ○三潴小：200L×３基 

 

 

 

 

 

 

３ 流域治水事業の見える化 

 流域治水に関する学校の取組については、令和５年４月に発行された「くるめ

っ子通信 No.19」に掲載し、市立学校のすべての保護者に配布しています。 

【設置状況（鳥飼小学校）】 










